
【野 球】
１ ． 共 催 南 風 原 町 体 育 協 会 、 南 風 原 町

２ ． 日 時 令 和 8 年 4 月 2 6 日 (日 ) 試 合 開 始 ： 午 前 9 時

令 和 8 年 5 月 10 日 (日 ) 試 合 開 始 ： 午 前 9 時 ※ 予 備 日 5 月 1 7 日

３ ． 試 合 会 場 １ 日 目 ・ ・ ・ 黄 金 森 野 球 場 、 南 風 原 中 学 校

２ 日 目 ・ ・ ・ 黄 金 森 公 園 野 球 場 （ 準 決 勝 ・ 決 勝 ）

(予 備 会 場 本 部 公 園 ）

４ ． 出 場 資 格 第 47 回 南 風 原 町 体 育 大 会 （ 夏 季 ） 総 則 に 定 め る 。

５ ． 競 技 規 則 公 認 野 球 規 則 、 日 本 軟 式 野 球 連 盟 規 則 を 準 用 し 、 グ ラ ン ド ル ー ル は 各

会 場 に 配 置 さ れ た 大 会 役 員 及 び 審 判 員 で 定 め て 適 用 す る 。

６ ． 試 合 方 法 試 合 は 次 に よ り 行 う も の と す る 。

(1 ) チ ー ム 編 成 は 、 監 督 １ 人 及 び 選 手 ２ ０ 人 以 内 と す る 。 た だ し 、 監

督 は 選 手 を 兼 ね る こ と が で き る 。 （ 男 女 は 問 わ な い ）

(2 ) 支 部 対 抗 に よ る ト ー ナ メ ン ト 方 式 と す る 。

(3 ) 前 年 度 大 会 の 優 勝 及 び 準 優 勝 チ ー ム は 、 シ ー ド す る 。

(4 ) 各 チ ー ム は 、 支 部 名 及 び 背 番 号 を 表 示 し た ユ ニ ホ ー ム を 着 用 す る

こ と 。 （ 同 一 の 背 番 号 が な い こ と 。 ）

(5 ) オ ー ダ ー 用 紙 の 提 出 は 、 第 １ 試 合 に つ い て は 試 合 開 始 １ ０ 分 前 に 、

第 ２ 試 合 目 か ら は 前 試 合 の 最 終 イ ニ ン グ 時 ま で に 提 出 す る 。

(6 ) 抽 選 番 号 の 若 い チ ー ム を １ 塁 側 ベ ン チ と す る 。

(7 ) 試 合 球 は Ｍ 号 を 使 用 す る 。

(8 ) ア ピ ー ル （ 審 判 へ の 抗 議 ） で き る の は 、 監 督 及 び 当 事 者 に 限 る 。

(9 ) 攻 防 回 数 （ イ ニ ン グ ） は ７ イ ニ ン グ ま で 、 試 合 開 始 後 80 分 に 到 達

し た イ ニ ン グ を 最 終 回 と す る 。 た だ し 、 後 攻 側 チ ー ム の 攻 撃 中

に 80 分 に 到 達 し 、 そ の 時 点 で 後 攻 側 攻 撃 チ ー ム が 得 点 優 位 の 場

合 に 限 り 、 次 の イ ニ ン グ を 最 終 回 と す る 。 (守 り 負 け な し )

( 1 0 ) 時 間 経 過 ま た は 7 イ ニ ン グ 終 了 時 点 で 同 点 の 場 合 は 、 特 別 ル ー ル

を 実 施 。 一 死 満 塁 、 継 続 打 者 （ 走 者 は 打 者 の 前 3 走 者 ） で 開 始

す る 。

(1 1 ) 得 失 点 差 に よ る コ ー ル ド ゲ ー ム の 成 立 は 、 ３ イ ニ ン グ 以 降 １ ０ 点

差 、 ５ イ ニ ン グ 以 降 ７ 点 差 に な っ た 時 点 と す る 。

ま た 、 降 雨 等 に よ り ５ イ ニ ン グ 以 降 の 試 合 続 行 が で き な い と 判

断 さ れ た 場 合 は 、 コ ー ル ド ゲ ー ム を 成 立 さ せ 、 現 時 点 に お け る 得

点 の 多 い チ ー ム に 勝 利 を 与 え る 。

(1 2 ) 降 雨 等 に よ り 試 合 が 成 立 し な か っ た 場 合 は 、 後 日 の 試 合 は １ イ ニ

ン グ 目 か ら 行 う も の と す る 。

（ 13） 試 合 間 は グ ラ ウ ン ド の 整 備 等 も 含 め １ ０ 分 と す る 。

（ 14） 指 名 打 者 ル ー ル を 使 用 す る こ と が で き る 。 (公 認 野 球 規 則 5. 1 1 )

７ ． 失 格 等 条 項 失 格 等 は 次 に よ り 行 う も の と す る 。

(1 ) 審 判 が 試 合 開 始 を 宣 告 し 、 そ の 後 １ ０ 分 経 過 し て も 試 合 に 必 要 な

選 手 が 揃 わ な い チ ー ム は 棄 権 と み な し 、 相 手 チ ー ム に 勝 利 を 与 え る 。

８ ． 審 判 の 派 遣 各 支 部 チ ー ム は 、 次 の よ う に 審 判 員 を 派 遣 し な け れ ば な ら な い 。

(1 ) 第１試合の審判は、第２試合のチームから２名を派遣し行う。

(2 ) 第 ２ 試 合 目 以 降 か ら の 審 判 は 前 試 合 の 敗 戦 チ ー ム （ 棄 権 を 含 む ）

行 い ､ 決 勝 戦 の 審 判 は 準 決 勝 戦 の 敗 戦 チ ー ム か ら 各 ２ 人 を 派 遣 し 行 う 。

※ 本 年 度 の 準 決 勝 ・ 決 勝 戦 は 本 部 よ り 審 判 を 派 遣 し ま す 。

９ ． 出 場 申 込 み 出 場 す る 支 部 は 、 名 簿 提 出 日 令 和 8 年 4 月 2 1 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に

選 手 名 簿 を 添 え て 、 体 協 事 務 局 に 申 し 込 む こ と 。

※ 大 会 で の 熱 中 症 は 保 険 対 象 外 の た め 、 各 支 部 で 選 手 の 体 調 管 理 ・ 水 分 補 給 を 十 分 に 行 っ て く だ さ い 。


